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44（し）ない 3（さ）せない運動運動4（し）ない 3（さ）せない運動飲酒飲酒
運転運転
飲酒
運転

酒を飲んだら
運転しない。

運転するなら
酒は飲まない。

酒を飲んだ人には
車を運転させない。

酒を飲んだ人の
車には同乗しない。

使用者は、従業員に
飲酒運転を命じた
り、認めたり
しない。

運転する人には
酒はすすめない。

酒を飲んだ人には
車を貸さない。

私が、
送っていきます。

4-① 4-② 3-①

4-③ 4-④ 3-③

3-②
代行を1台
お願いします。

今日はお茶で・・・。

～もう絶対に許さない～～もう絶対に許さない～

お客様の
ため、社会の
ためです。

絶対
乗らない！ 飲酒運転酒運転に

明日はない明日はない
飲酒運転に
明日はない！！！！
飲酒運転に
明日はない

飲酒運転酒運転は
厳罰厳罰！！
飲酒運転は
厳罰！！

飲酒運転は
ダメ！！



　　運転　　運転者以外にも厳しく適用されま適用されます。　　運転者以外にも厳しく適用されます。

酒酔い酒酔い運転運転
罰　則 5年以下の懲役または100万円以下の罰金
違反点 35点⇨免許取消し
酒気帯び酒気帯び運転運転
罰　則 3年以下の懲役または50万円以下の罰金

酒類提供酒類提供の禁止の禁止
酒酔い運転の場合
罰　則 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒気帯び運転の場合
罰　則 2年以下の懲役または30万円以下の罰金
車両提供車両提供の禁止の禁止
酒酔い運転の場合
罰　則 5年以下の懲役または
　　　　　100万円以下の罰金
酒気帯び運転の場合
罰　則 3年以下の懲役または
　　　　　50万円以下の罰金

酒酔い運転

酒気帯び運転

酒類提供の禁止

車両提供の禁止 同乗同乗の禁止の禁止同乗の禁止
酒酔い運転の場合
罰　則 3年以下の懲役または
　　　　　50万円以下の罰金
酒気帯び運転の場合
罰　則 2年以下の懲役または
　　　　　30万円以下の罰金

違反点 13点（0.15以上0.25mg未満）⇨免許停止
　　　　　25点（0.25mg以上）⇨免許取消し
運転者以外にも

運 転 者

ハンドルキーパー運動推進中
今日は私が飲まずに運転今日は私が飲まずに運転するよ！！よ！！今日は私が飲まずに運転するよ！！
ハンドルキーパーとは、自動車で飲食店などに行く場合に、
お酒を飲まずに、帰りに運転をまかされる人のことです。

飲酒運転をするおそれのある者に酒類を提供
した者に対する罰則

酒気を帯びていて飲酒運転を
するおそれのある者に車両を
提供した者に対する罰則

運転者が酒気を帯びていることを知りながら、
車両に乗せてくれるように要求または依頼して、
その運転者が飲酒運転をする車
両に同乗した者に対する罰則


